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議案第６０号 

 

令和６年度松原市一般会計補正予算（第６号） 

 

令和６年度松原市の一般会計の補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２３８，７６７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

５２，７３３，３９４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ６ 年 １２月 １９ 日 提出 

 

松 原 市 長 澤 井 宏 文 
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第 　

５. 雑 入 ７７１，５

歳

５６ ２３８，７６７ １

　

，０１０，３２３

出

歳 　 　 入 　

　

　 合 　 　 計 ５２，４９

予

４，６２７ ２３８，７

　

６７ ５２，７３３，３

算

９４

　補１ 　正

歳　　入

 

款 項 補　正　

表

前　の　額 補　 正　

　

 額 計

千円 千円 千円

　

19. 諸 収

歳

入 ８２５，５４６ ２３

　

８，７６７ １，０６４

入

，３１３
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歳　

２. 総 務 費 ５，３４７

款

，５７５ １１６，８６

項

０ ５，４６４，４３５

補

１. 総

　

務 管 理 費 ３，５０６，

正

３７８ ９１，８７６ ３

　

，５９８，２５４

前

２. 徴 税 費

　

１，４４９，９６４ １

　

の

７，３５６ １，４６７

　

，３２０

額

３. 戸 籍 住 民 基 本 台

補

帳 費 ２６０，５５６ ５

　

，１８４ ２６５，７４

 

０

４.

正

選 挙 費 ９０，９４４ ９

　

９９ ９１，９４３

 

５. 統 計 調

額

査 費 １８，７７２ ９７

出

計

２ １９，７４４

千

６. 監 査 委 員

円

費 ２０，９６１ ４７３

千

２１，４３４

円

３.

千

民 生 費 ２９，００５，

円

４９１ ５９，３６８ ２９，０６４，８５９

１. 社 会 福 祉 費 １０，８７５，４９２ １０，５３７ １０，８８６，０２９

２. 児 童

１

福 祉 費 ９，９９８，１

.

２８ ３９，３１３ １０

議

，０３７，４４１

会

３. 生 活 保

費

護 費 ６，６４１，７４

３

４ ９，５１８ ６，６５

４

１，２６２

０

４. 衛

，

生 費 ３，３９３，６５

８

０ ７，６１１ ３，４０

３

１，２６１

７

１. 保 健 衛 生 費 １

３

，４５７，１０９ ３，

，

６８８ １，４６０，７

０

９７

２

１

. 清 掃 費 １，９３３，

８

９７４ ３，９２３ １，

３

９３７，８９７

４

５

３

. 産 業 経 済 費 ８６２，

，

２１６ ５，２５７ ８６

８

７，４７３

５

１. 農 業 費 ８３，

５

４５１ １，１８０ ８４，６３１

２. 商 工 費 ７７８，７６５ ４，０７７ ７８２，８４２

６. 土 木 費 ３，２５４，４１８ １０，１４９ ３，２

１

６４，５６７

.

１. 土 木 管 理 費

議

２３０，７５５ ４，７

会

５２ ２３５，５０７

費 ３４０，８３７ ３，０１８ ３４３，８５５

-4-



補

６. 住

　

宅 費 ２４０，３１９ ６

正

４６ ２４０，９６５

　前

７. 消 防 費 １，７７

　

７，００３ ２４，２４

の

１ １，８０１，２４４

　

１. 消

額

防 費 １，７７７，００

補

３ ２４，２４１ １，８

　

０１，２４４

 

８.

正

教 育 費 ４，６２６，５

　

９７ １２，２６３ ４，

 

６３８，８６０

額

１. 教 育 総 務

計

費 ６１１，６７８ ２，

千

５１９ ６１４，１９７

円

２. 小

千

学 校 費 ５０４，３４４

円

８４１ ５０５，１８５

千

３. 中

円

学 校 費 ４９５，６６６ ４７６ ４９６，１４２

４. 幼 稚 園 費 １，０８１，２３４ ５，４０３ １，０８６，６３７

５. 社 会 教 育 費

２

６００，４５２ ２，１

.

６０ ６０２，６１２

道

６. 保 健

路

体 育 費 １，３３３，２

橋

２３ ８６４ １，３３４

り

，０８７

ょ

歳 　 　 出 　 　 合 　 　

う

計 ５２，４９４，６２

費

７ ２３８，７６７ ５２

７

，７３３，３９４

１１，９１７ １，０９５ ７１３，０１２

３. 都 市 計 画

款

費 ７１０，２９５ ３，

項

６５６ ７１３，９５１
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令 和 ６ 年 度 

 

 

松原市一般会計補正予算に関する説明書 

 

 

（ 第 ６ 号 ） 
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出

譲 与 税 １９７，０００

補

１９７，０００

正

３. 利 子 割 交

予

付 金 １３，０００ １３

算

，０００

事

４. 配 当 割 交 付 金 １

項

０８，０００ １０８，

別

０００

明

５. 株 式 等 譲 渡 所 得 割

細

交 付 金 １０１，０００

書

１０１，０００

１

６. 法 人 事 業

.

税 交 付 金 ３０１，００

　

０ ３０１，０００

総

７. 地 方 消

　

費 税 交 付 金 ２，７２４

 

，０００ ２，７２４，

 

０００

 

８. 環 境 性 能 割 交 付 金

括

５０，０００ ５０，０

　

００

９

 

. 地 方 特 例 交 付 金 ５８

(

０，０００ ５８０，０

 

００

1

歳

0. 地 方 交 付 税 ９，０

　

７６，０００ ９，０７

 

６，０００

 

11. 交 通 安 全 対

 

策 特 別 交 付 金 １３，５

入

００ １３，５００

 

12. 分 担

)

金 及 び 負 担 金 ２４１，

款

５７４ ２４１，５７４

補

13.

正

使 用 料 及 び 手 数 料 ５２

前

４，８８０ ５２４，８

の

８０

1

額

4. 国 庫 支 出 金 １３，

補

６０４，０２７ １３，

正

６０４，０２７

額

15. 府 支 出

計

金 ４，４７７，３７２ ４，４７７，３７２

16. 財 産 収 入 １７８，８７９ １７８，８７９

17. 寄 附 金 ３３５，８６３ ３３５，８６３

千

18. 繰 入 金 １，３

円

３６，１１５ １，３３

千

６，１１５

円 千円

１. 市 税 １

歳

４，７６６，４４７ １

入

４，７６６，４４７

歳

２. 地 方
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前

越 金 ９１０，９２４ ９

の

１０，９２４

額

歳　　入　　合

補

　　計 ５２，４９４，

正

６２７ ２３８，７６７

額

５２，７３３，３９４

計

千円 千円 千円

19. 諸 収 入 ８２５，５４６ ２３８，７６７ １，０６４，３１３

20. 市

款

債 ２，１２９，５００

補

２，１２９，５００

正

21. 繰
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府 支 出 金 地　　方　　債 そ　　の　　他

千円 千円 千円 千円 千

 

円 千円 千円

 

１.議 会 費

 

340,837 3,0

(

18 343,855 3

 

,018

歳

２.総 務 費 5

　

,347,575 11

 

6,860 5,464

 

,435 116,86

 

0

出

３.民 生 費 29,0

 

05,491 59,3

)

68 29,064,8

補

59 59,368

　

４.

　

衛 生 費 3,393,6

正

50 7,611 3,4

　

01,261 7,61

　

1

額

５.産 業 経 済 費 86

　

2,216 5,257

　

867,473 5,2

の

57

　

６.土 木 費 3,2

　

54,418 10,1

財

49 3,264,56

　

7 10,149

　

７.消

源

防 費 1,777,00

　

3 24,241 1,8

　

01,244 24,2

内

41

　

８.教 育 費 4,6

　

26,597 12,2

訳

63 4,638,86

款

0 12,263

補

９.公

 

債 費 3,836,84

正

0 3,836,840

 前

10.予 備 費 50,0

 

00 50,000

の

歳

 

　　出　　合　　計 5

額

2,494,627 2

補

38,767 52,7

　

33,394 238,

　

767

正　　額 計 特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源
一　 般　 財　 源

国 
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雑 入 771,539 2

２

38,767 1,01

.

0,306 １.

　

雑 入 238,767 雑

歳

入

　

計 771,55

　

6 238,767 1,

入

010,323

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) 19. 諸収入

(項) ５. 雑入

２.
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　分 金　　額
国府支出金 地方債 その他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

(款) １. 議会費 (項) １. 議会費

１.議 会 費 340,837 3,018 343,855 3,018 ２

３

. 給 料 811 一般職 人

.

件費 1,656

　歳

３. 職員手当等 2,

　

207 地域手当 113

　

議員報酬等関係事業 1

出

,362

(

期末手

款

当 379

)

勤勉手

 

当 353

１

議員期

.

末手当

 

1,36

議

2

会費

計 340,837 3

(

,018 343,85

項

5 3,018

) １. 議会費

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　　源
一般財源 区　

-11-



　源
一般財源 区　　分 金　　額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.

(

一般管理費 1,565

款

,033 91,876

)

1,656,909 9

 

1,876 １. 報 酬 5

２

6,597 嘱託職員等

.

報酬 人件費 26,88

 

1

総

２. 給 料 1

務

5,674 一般職 非常

費

勤職員任用費 64,9

(

95

項

３. 職員

)

手当等 19,605 地

 

域手当 1,580

１.

期末手当 9,607

 総

勤勉手当 8,4

務

18

管理

計 3,506,3

費

78 91,876 3,598,254 91,876

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　
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１.税務総務費 1,449,964 17,356 1,467,320 17,356 ２.

(

給 料 10,472 一般

款

職 人件費 17,356

) 

３. 職員手当

２

等 6,884 地域手当

.

1,176

 

期末

総

手当 2,980

務費

勤勉手当 2,728

(項

計

)

1,449,964 1

 

7,356 1,467

２

,320 17,356

. 徴税費

(款) ２. 総務費 (項) ２. 徴税費
-13-



　　財　　源
一般財源 区　　分 金　　額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

(

１.戸 籍 住 民 26

款

0,556 5,184

)

265,740 5,1

 

84 ２. 給 料 3,30

２

1 一般職 人件費 5,1

.

84

 

基本台帳

総

費 ３. 職員手当等 1,

務

883 地域手当 276

費

(

期末手当 849

項)

勤勉手当 758

 ３.

計 260,556 5,

 

184 265,740

戸

5,184

籍住民基本台帳費

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定

-14-



１.選 挙 管 理 30,785 999 31,784 999 ２. 給 料 585 一般職 人件費 99

(

9

款

委 員 会 費 ３

)

. 職員手当等 414 地

 

域手当 54

２

期末

.

手当 186

 

勤勉

総

手当 174

務費

計 90,9

(

44 999 91,94

項

3 999

) ４. 選挙費

(款) ２. 総務費 (項) ４. 選挙費
-15-



　源
一般財源 区　　分 金　　額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.

(

統 計 調 査 15,771

款

972 16,743 9

)

72 ２. 給 料 664 一

 

般職 人件費 972

２.

総 務 費 ３. 職員手

 

当等 308 地域手当 5

総

6

務

期末手当 13

費

5

(

勤勉手当 11

項

7

) 

計 18,772 97

５

2 19,744 972

. 統計調査費

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　
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１.監査委員費 20,961 473 21,434 473 ２. 給 料 278 一般職

(

人件費 473

款)

３. 職員手当等 195

 

地域手当 21

２

期

.

末手当 91

 

勤勉

総

手当 83

務費

計 20,96

(

1 473 21,434

項

473

) ６. 監査委員費

(款) ２. 総務費 (項) ６. 監査委員費
-17-



　源
一般財源 区　　分 金　　額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.

(

社 会 福 祉 925,79

款

7 8,682 934,

)

479 8,682 ２.

 

給 料 4,495 一般職

３

人件費 8,682

. 

総 務 費 ３. 職員手

民

当等 4,187 地域手

生

当 431

費

期末手

(

当 2,021

項

勤

)

勉手当 1,735

 １

７.社 会 福 祉 33

.

,896 1,855 3

 

5,751 1,855

社

２. 給 料 980 一般職

会

人件費 1,855

福祉

施 設 費 ３. 職員手

費

当等 875 地域手当 158

期末手当 368

勤勉手当 349

計 10,875,492 10,537 10,886,029 10,537

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　
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１.児 童 福 祉 526,352 6,167 532,519 6,167 ２. 給 料 3

(

,302 一般職 人件費

款

6,167

)

総

 

務 費 ３. 職員手当等 2

３

,865 地域手当 39

.

6

 

期末手当 1,

民

348

生

勤勉手当

費

1,121

(

４

項

.児 童 福 祉 1,954

)

,370 33,146

 

1,987,516 3

２

3,146 ２. 給 料 1

.

7,083 一般職 人件

 

費 33,146

児童

施 設 費 ３. 職員手当

福

等 16,063 地域手

祉

当 2,589

費

期

(

末手当 7,012

款)

勤勉手当 6,462

 ３.

計 9,998,128

 

39,313 10,0

民

37,441 39,3

生

13

費 (項) ２. 児童福祉費
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　源
一般財源 区　　分 金　　額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.

(

生 活 保 護 198,74

款

4 9,518 208,

)

262 9,518 ２.

 

給 料 4,946 一般職

３

人件費 9,518

. 

総 務 費 ３. 職員手

民

当等 4,572 地域手

生

当 813

費

期末手

(

当 1,947

項

勤

)

勉手当 1,812

 ３

計 6

.

,641,744 9,

 

518 6,651,2

生

62 9,518

活保護費

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　
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１.保 健 衛 生 221,192 3,688 224,880 3,688 ２. 給 料 1

(

,981 一般職 人件費

款

3,688

)

総

 

務 費 ３. 職員手当等 1

４

,707 地域手当 16

.

9

 

期末手当 83

衛

1

生

勤勉手当 70

費

7

(項

計 1,457,10

)

9 3,688 1,46

 

0,797 3,688

１. 保健衛生費

(款) ４. 衛生費 (項) １. 保健衛生費
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一般財源 区　　分 金　　額
国府支出金 地方債 その他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.清掃

(

総務費 694,766

款

1,475 696,2

)

41 1,475 ２. 給

 

料 731 一般職 人件費

４

1,475

.

３

 

. 職員手当等 744 地

衛

域手当 32

生

期末

費

手当 386

(

勤勉

項

手当 326

)

２

 

.塵芥処理費 1,07

２

7,770 2,448

.

1,080,218 2

 

,448 ２. 給 料 77

清

9 一般職 人件費 2,4

掃

48

費

３. 職員手当等 1,669 地域手当 85

期末手当 812

勤勉手当 772

計 1,933,974 3,923 1,937,897 3,923

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　　源
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２.農業総務費 38,706 1,180 39,886 1,180 ２. 給 料 66

(

2 一般職 人件費 1,1

款

80

)

３. 職員

 

手当等 518 地域手当

５

79

.

期末手当 2

 

33

産

勤勉手当 2

業

06

経済

計 83,451 1

費

,180 84,631

(

1,180

項) １. 農業費

(款) ５. 産業経済費 (項) １. 農業費
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　源
一般財源 区　　分 金　　額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.

(

商工総務費 81,19

款

1 4,077 85,2

)

68 4,077 ２. 給

 

料 2,172 一般職 人

５

件費 4,077

. 

３. 職員手当等 1,

産

905 地域手当 308

業経

期末手当 830

済費

勤勉手当 767

(項)

計 778,765 4,

 

077 782,842

２

4,077

. 商工費

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　
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１.土木総務費 230,743 4,752 235,495 4,752 ２. 給 料

(

2,556 一般職 人件

款

費 4,752

) 

３. 職員手当等 2,1

６

96 地域手当 286

. 

期末手当 1,03

土

5

木

勤勉手当 87

費

5

(項

計 230,755 4

)

,752 235,50

 

7 4,752

１. 土木管理費

(款) ６. 土木費 (項) １. 土木管理費
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財　　源
一般財源 区　　分 金　　額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

(

１.道 路 80,949

款

1,095 82,04

)

4 1,095 ２. 給 料

 

522 一般職 人件費 1

６

,095

.

橋 り

 

ょ う ３. 職員手当等 5

土

73 地域手当 63

木費

総 務 費 期末手当 26

(

6

項

勤勉手当 24

)

4

 ２

計 711,917 1

.

,095 713,01

 

2 1,095

道路橋りょう費

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　
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１.都 市 計 画 419,220 3,656 422,876 3,656 ２. 給 料 1

(

,834 一般職 人件費

款

3,656

)

総

 

務 費 ３. 職員手当等 1

６

,822 地域手当 20

.

0

 

期末手当 87

土

8

木

勤勉手当 74

費

4

(項

計 710,295 3

)

,656 713,95

 

1 3,656

３. 都市計画費

(款) ６. 土木費 (項) ３. 都市計画費
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一般財源 区　　分 金　　額
国府支出金 地方債 その他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.住宅

(

管理費 240,319

款

646 240,965

)

646 ２. 給 料 348

 

一般職 人件費 646

６.

３. 職員手当等

 

298 地域手当 42

土木

期末手当 135

費

(

勤勉手当 121

項)

計

 

240,319 646

６

240,965 646

. 住宅費

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　　源
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１.常備消防費 1,152,656 24,241 1,176,897 24,241 ２.

(

給 料 12,487 一般

款

職 人件費 24,241

) 

３. 職員手当

７

等 11,754 地域手

.

当 1,498

 

期

消

末手当 5,381

防費

勤勉手当 4,875

(項)

計 1,777,003

 

24,241 1,80

１

1,244 24,24

.

1

 消防費

(款) ７. 消防費 (項) １. 消防費
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　源
一般財源 区　　分 金　　額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

２.

(

事 務 局 費 300,61

款

7 2,519 303,

)

136 2,519 ２.

 

給 料 822 一般職 人件

８

費 2,519

. 

３. 職員手当等 1,6

教

97 地域手当 99

育費

期末手当 822

(項

勤勉手当 776

) 

計 6

１

11,678 2,51

.

9 614,197 2,

 

519

教育総務費

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　
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１.学校管理費 480,225 841 481,066 841 ２. 給 料 224 一般職

(

人件費 841

款)

３. 職員手当等 617

 

地域手当 27

８

期

.

末手当 300

 

勤

教

勉手当 290

育費

計 504

(

,344 841 505

項

,185 841

) ２. 小学校費

(款) ８. 教育費 (項) ２. 小学校費
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源
一般財源 区　　分 金　　額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.学

(

校管理費 214,24

款

6 476 214,72

)

2 476 ２. 給 料 15

 

1 一般職 人件費 476

８.

３. 職員手当

 

等 325 地域手当 18

教育

期末手当 157

費

(

勤勉手当 150

項) 

計 495,666 47

３

6 496,142 47

.

6

 中学校費

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　　
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１.幼 稚 園 1,081,234 5,403 1,086,637 5,403 ２. 給 料

(

2,732 一般職 人件

款

費 5,403

) 

総 務 費 ３. 職員手当等

８

2,671 地域手当 3

.

51

 

期末手当 1

教

,265

育

勤勉手

費

当 1,055

(項

計 1,0

)

81,234 5,40

 

3 1,086,637

４

5,403

. 幼稚園費

(款) ８. 教育費 (項) ４. 幼稚園費
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　源
一般財源 区　　分 金　　額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.

(

社 会 教 育 194,84

款

1 1,577 196,

)

418 1,577 ２.

 

給 料 576 一般職 人件

８

費 1,577

. 

総 務 費 ３. 職員手当等

教

1,001 地域手当 2

育

9

費

期末手当 50

(

9

項

勤勉手当 46

)

3

 

５.青 少 年

５

65,496 583 6

.

6,079 583 ２.

 

給 料 198 一般職 人件

社

費 583

会

会 館

教

費 ３. 職員手当等 38

育

5 地域手当 24

費

期末手当 185

勤勉手当 176

計 600,452 2,160 602,612 2,160

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　
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１.保 健 体 育 118,780 518 119,298 518 ２. 給 料 236 一般

(

職 人件費 518

款)

総 務 費 ３. 職員手当

 

等 282 地域手当 28

８.

期末手当 132

 教

勤勉手当 122

育費

２.体育施設

(

費 331,258 34

項

6 331,604 34

)

6 ２. 給 料 230 一般

 

職 人件費 346

６.

３. 職員手当等 11

 

6 地域手当 12

保健

期末手当 70

体

勤

育

勉手当 34

費

(

計 1,33

款

3,223 864 1,

)

334,087 864

 ８. 教育費 (項) ６. 保健体育費
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給    与    費    明    細    書
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職 員 数
報    酬 給    料 期末手当 地域手当 その他の 計

共 済 費 合   計 備  考

（人） （千円） （千円） （千円） （千円） 手当  （千円） （千円） （千円） （千円）

長  等
4 41,635 20,984 4,997 67,616 10,136 77,752

議  員
18 136,390 62,652 199,042 39,473 238,515

その他
886 97,845 97,845 97,845

計
908 234,235 41,635 83,636 4,997 364,503 49,609 414,112

長  等
4 41,635 20,984 4,997 67,616 10,136 77,752

議  員
18 136,390 61,290 197,680 39,473 237,153

その他
886 97,845 97,845 97,845

計
908 234,235 41,635 82,274 4,997 363,141 49,609 412,750

長  等

議  員
1,362 1,362 1,362

その他

計
1,362 1,362 1,362

比  較

区　    　分

１． 特    別    職

給     与     費     明     細     書

補正後

補正前

給 与 費
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共  済  費 合      計 備　考

報    酬   （千円） 給    料   （千円） 職員手当   （千円） 　　計   （千円） （千円） （千円）

( 371 )

( 371 )

237,405

地 域 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当

（千円） （千円） （千円）

職員手当の
387,768 793,941 673,794

内          訳
376,755 752,791 636,981

11,013 41,150 36,813

区　分 備　考

報 酬
56,597

給 料
91,832

職員手当
88,976

給　　　　　　　　与　　　　　　　　費

（人）

２．  一    般    職

    （１） 総    括

区      分
職  員  数

補 正 後
601,858 3,042,648 2,760,603 6,405,109

補 正 前
545,261 2,950,816 2,671,627 6,167,704769

769

補 正 後

比 較
56,597 91,832 88,976

88,976

1,162,991

1,162,991

7,568,100

7,330,695

237,405

56,597

増減額（千円）

91,832

増減事由別内訳　　　　　　（千円）

制度改正に伴う増加分

制度改正に伴う増加分

　（２）給料及び職員手当の増減額の明細

補 正 前

比 較

区      分

制度改正に伴う増加分

説　　　　　明

報酬月額の引上げによるもの

報酬・給料月額の引上げに伴う各手当への跳ね返り
期末・勤勉手当の支給月数の引上げによるもの

給料月額の引上げによるもの
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（３）給料及び職員手当の状況

（再任用職員　0.6875月→0.7125月）

補　正　後
(1.175)
2.25

（1.225）
2.35

有
（2.4）
4.6

勤勉手当の支給月数の引上げ

期末手当の支給月数の引上げ

12月　1.225月→1.275月

12月　1.025月→1.075月

（再任用職員　0.4875月→0.5125月）

 オ  期末手当・勤勉手当

支   給   期   別   支   給   率
  職制上の段階、職務の

６月 （月分） １２月 （月分）
  級等による加算措置

区        分 備    考支給率計（月分）

補　正　前 有
(1.175)
2.25

(1.175)
2.25

(2.35)
4.5
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議案第６１号 

 

 

松原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する 

条例制定について 

 

 

 松原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１９年条例第２２号） 

 

の一部を改正する条例を別添のとおり制定する。 

 

 

 

 

令和６年１２月１９日提出 

 

 

松原市長  澤  井  宏  文 



1 

 

松原市条例第  号 

 

松原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する

条例 

 

第１条 松原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１９年条例第 

２２号）の一部を次のように改正する。 

第７条第１項の表を次のように改める。 

号給 給料月額（円） 

１ ３９２，０００

２ ４４０，０００

３ ４９２，０００

４ ５５５，０００

５ ６３４，０００

第８条第２項中「１００分の１２２．５」を「１００分の１２７．５」に、

「１００分の１７０」を「１００分の１７５」に改める。 

第２条 松原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改

正する。 

第７条第４項を削り、同条第５項中「、第３項」を「及び前項」に改め、

「及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給」を削り、同項を同条

第４項とする。 

第８条第１項中「から第１５条まで及び第２３条の４」を「及び第１４条」

に改め、同条第２項中「第２条、」を削り、「、第２３条第２項」の次に「、

第２３条の４第２項第１号」を加え、「、給与条例第２条中「勤勉手当」とあ

るのは「勤勉手当、特定任期付職員業績手当」と」を削り、「１００分の 

１２７．５」を「１００分の１２５」に、「１００分の１７５」を「１００分

の９５」に、「給与条例第２４条中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当

及び特定任期付職員業績手当」を「給与条例第２３条の４第２項第１号中 

「１００分の１０５」とあるのは「１００分の８７．５」に改める。 

第９条を次のように改める。 

（特定任期付企業職員の給与の特例等） 

第９条 松原市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭

和４１年条例第３０号）第４条、第４条の３及び第５条の規定は、第２条第

１項の規定により任期を定めて採用された企業職員には、適用しない。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和７年４

月１日から施行する。 

（適用） 



2 

 

２ 第１条の規定による改正後の松原市一般職の任期付職員の採用等に関する条

例（以下「新条例」という。）の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ当該各号に定める日から適用する。 

（１） 第７条第１項の改正規定 令和６年４月１日 

（２） 第８条第２項の改正規定 令和６年１２月１日 

（給与の内払） 

３ 第１条の規定による改正前の松原市一般職の任期付職員の採用等に関する条

例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみな

す。 

（委任） 

４ 前項に定めるもののほか、新条例の規定による給与の支給に関し必要な事項

は、市長が定める。 



議案第６２号 

 

 

松原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を 

改正する条例制定について 

 

 

 松原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和３１年条例第 

 

１９号）の一部を改正する条例を別添のとおり制定する。 

 

 

 

 

令和６年１２月１９日提出 

 

 

松原市長  澤  井  宏  文 



松原市条例第  号 

 

松原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例 

 

第１条 松原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和３１年

条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

第５条第２項中「１００分の２２５」を「１００分の２３５」に改める。 

第２条 松原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次の

ように改正する。 

第５条第２項中「１００分の２３５」を「１００分の２３０」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和７年４

月１日から施行する。 

（適用） 

２ 第１条の規定による改正後の松原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に

関する条例（以下「新条例」という。）第５条第２項の規定は、令和６年１２

月１日から適用する。 

（期末手当の内払） 

３ 第１条の規定による改正前の松原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に

関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末

手当の内払とみなす。 

（委任） 

４ 前項に定めるもののほか、新条例の規定による期末手当の支給に関し必要な

事項は、市長が定める。 



議案第６３号 

 

 

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定につい 

て 

 

 

 一般職の職員の給与に関する条例（昭和３４年条例第２０号）の一部を改正す 

 

る条例を別添のとおり制定する。 

 

 

 

 

令和６年１２月１９日提出 

 

 

松原市長  澤  井  宏  文 
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松原市条例第  号 

 

   一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

第１条 一般職の職員の給与に関する条例（昭和３４年条例第２０号）の一部を

次のように改正する。 

第２３条第２項中「１００分の１２２．５」を「１００分の１２７．５」に

改め、同条第３項中「１００分の１２２．５」を「１００分の１２７．５」に、

「１００分の６８．７５」を「１００分の７１．２５」に改める。 

第２３条の４第２項第１号中「１００分の１０２．５」を「１００分の 

１０７．５」に改め、同項第２号中「１００分の４８．７５」を「１００分の 

５１．２５」に改める。 

別表第１を次のように改める。 

別表第１（第３条関係） 

一般職給料表１表 

職員の

区分 

級 

号給 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

の職員 

  円 円 円 円 円 円 円 円 

1 183,500 230,000 261,300 287,300 309,800 335,000 373,400 415,600 

2 184,600 231,500 262,300 288,900 311,500 336,900 376,000 418,000 

3 185,800 233,000 263,300 290,400 313,200 338,700 378,300 420,500 

4 186,900 234,500 264,300 291,900 314,700 340,500 380,500 422,900 

5 188,000 236,000 265,300 293,400 316,100 342,200 382,400 424,800 

6 189,700 237,500 266,300 294,900 317,400 343,900 384,700 426,900 

  7 191,300 239,000 267,300 296,300 318,700 345,500 386,800 429,000 

  8 192,900 240,500 268,300 297,600 320,000 347,200 388,800 431,200 

  9 194,500 242,000 269,300 298,800 321,300 348,800 390,800 433,100 

  10 196,200 243,400 270,300 300,300 323,100 350,500 393,100 435,200 

  11 197,800 244,800 271,300 301,800 324,900 352,100 395,300 437,300 

  12 199,400 246,200 272,300 303,200 326,600 353,700 397,500 439,200 

  13 201,000 247,400 273,300 304,600 328,300 355,200 399,700 440,900 

  14 202,700 248,600 274,300 305,700 330,000 356,900 402,000 442,700 

  15 204,400 249,800 275,300 306,700 331,700 358,500 404,200 444,600 

  16 206,100 251,000 276,400 307,900 333,400 360,100 406,500 446,500 

  17 207,400 252,100 277,400 309,100 335,000 361,700 408,300 448,300 

  18 209,000 253,200 278,700 310,700 336,700 363,500 410,200 450,100 

  19 210,600 254,300 280,000 312,300 338,400 365,000 412,100 451,900 

  20 212,100 255,400 281,200 313,900 340,000 366,600 413,900 453,600 

  21 213,600 256,400 282,500 315,400 341,500 368,000 415,700 455,400 

  22 215,200 257,400 283,800 317,000 343,100 369,600 417,500 456,900 
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  23 216,800 258,400 285,000 318,600 344,700 371,200 419,300 458,300 

  24 218,400 259,400 286,200 320,200 346,200 372,700 421,100 459,800 

  25 220,000 260,400 287,300 321,700 347,600 374,600 422,700 461,200 

  26 221,700 261,300 288,500 323,400 349,300 376,500 424,200 462,500 

  27 223,000 262,200 289,800 325,000 350,900 378,400 425,700 463,800 

  28 224,300 263,100 291,100 326,600 352,500 380,200 427,200 465,000 

  29 225,600 263,900 292,400 328,000 353,700 381,700 428,700 466,000 

  30 226,700 264,700 293,400 329,700 355,200 383,500 430,000 466,700 

  31 227,800 265,500 294,400 331,400 356,700 385,200 431,300 467,400 

  32 228,900 266,300 295,500 333,000 358,200 386,800 432,500 468,100 

  33 230,000 267,000 296,600 334,200 359,900 388,500 433,700 468,800 

  34 231,100 267,800 297,800 336,100 361,700 389,900 435,000 469,500 

  35 232,200 268,600 298,900 337,800 363,400 391,300 436,300 470,100 

  36 233,300 269,300 300,100 339,400 365,100 392,700 437,500 470,700 

  37 234,400 270,000 301,300 340,900 366,500 394,100 438,700 471,200 

  38 235,400 270,800 302,600 342,500 367,800 395,300 439,500 471,800 

  39 236,400 271,600 303,900 344,100 369,000 396,500 440,300 472,400 

  40 237,300 272,300 305,200 345,700 370,400 397,500 441,100 473,000 

  41 238,200 273,000 306,500 347,400 371,500 398,600 441,700 473,500 

  42 239,100 273,800 307,800 349,200 372,400 399,800 442,300 474,000 

  43 239,900 274,600 309,100 351,000 373,400 400,900 442,900 474,400 

  44 240,700 275,300 310,400 352,800 374,500 402,000 443,500 474,700 

  45 241,400 276,000 311,700 354,300 375,300 402,700 444,200 475,000 

  46 242,000 276,700 313,000 355,700 376,200 403,400 445,000   

  47 242,600 277,400 314,300 357,100 377,100 404,100 445,400   

  48 243,200 278,100 315,400 358,500 377,900 404,800 446,100   

  49 243,800 278,800 316,300 360,000 378,700 405,400 446,600   

  50 244,400 279,500 317,600 360,800 379,500 406,000 447,000   

  51 245,000 280,200 318,900 361,800 380,300 406,500 447,400   

  52 245,500 280,900 320,200 362,800 381,000 406,900 447,800   

  53 246,000 281,500 321,400 363,700 381,700 407,300 448,200   

  54 246,400 282,200 322,700 364,800 382,400 407,500 448,600   

  55 246,700 282,800 323,900 365,700 383,100 407,800 449,000   

  56 247,000 283,500 325,100 366,700 383,800 408,100 449,300   

  57 247,300 284,100 326,400 367,600 384,300 408,400 449,600   

  58 247,600 284,800 327,500 368,300 384,900 408,700 450,000   

  59 247,900 285,400 328,600 369,000 385,500 409,000 450,300   

  60 248,200 286,100 329,700 369,600 386,200 409,300 450,600   
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  61 248,500 286,700 330,400 370,000 386,600 409,500 450,900   

  62 248,800 287,400 331,300 370,600 387,200 409,800     

  63 249,100 288,000 332,000 371,300 387,800 410,100     

  64 249,400 288,500 332,800 372,000 388,300 410,400     

  65 249,700 289,000 333,600 372,300 388,700 410,600     

  66 250,000 289,600 334,000 373,000 389,300 410,900     

  67 250,300 290,100 334,600 373,700 389,900 411,200     

  68 250,600 290,700 335,300 374,300 390,400 411,500     

  69 250,900 291,200 336,100 374,600 390,800 411,700     

  70 251,200 291,700 336,800 375,100 391,300 412,000     

  71 251,500 292,300 337,500 375,700 391,800 412,300     

  72 251,800 292,900 338,100 376,300 392,400 412,500     

  73 252,100 293,400 338,600 376,600 392,700 412,700     

  74 252,400 293,900 339,200 377,200 393,100 413,000     

  75 252,700 294,300 339,700 377,900 393,500 413,300     

  76 253,000 294,600 340,300 378,500 393,900 413,500     

  77 253,300 294,800 340,600 378,900 394,200 413,700     

  78 253,600 295,100 341,100 379,400 394,500 414,000     

  79 253,900 295,300 341,500 380,000 394,800 414,300     

  80 254,200 295,600 341,900 380,500 395,000 414,500     

  81 254,500 295,800 342,300 381,000 395,200 414,700     

  82 254,800 296,000 342,800 381,600 395,500 415,000     

  83 255,100 296,300 343,300 382,100 395,800 415,300     

  84 255,400 296,500 343,800 382,400 396,000 415,500     

  85 255,700 296,800 344,100 382,800 396,200 415,700     

  86 256,000 297,100 344,500 383,300 396,500      

  87 256,300 297,400 344,900 383,700 396,800      

  88 256,600 297,700 345,300 384,100 397,000      

  89 256,900 298,000 345,600 384,500 397,200      

  90 257,200 298,300 346,000 385,000 397,500       

  91 257,500 298,600 346,400 385,400 397,800       

  92 257,800 299,000 346,800 385,800 398,000       

  93 258,100 299,200 347,000 386,100 398,200       

  94   299,400 347,400  398,700       

  95   299,700 347,800  399,300       

  96   300,100 348,200  399,800       

  97   300,300 348,400  400,400       

  98   300,600 348,800  400,900       
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  99   301,000 349,200  401,500       

  100   301,400 349,500  402,000       

  101   301,600 349,800  402,500       

  102   301,900 350,200          

  103   302,200 350,600          

  104   302,500 351,000          

  105   302,700 351,500          

  106   303,000 351,900           

  107   303,300 352,300           

  108   303,600 352,700           

  109   303,800 353,200           

  110   304,200 353,600           

  111   304,600 353,900           

  112   304,900 354,200           

  113   305,100 354,700           

  114   305,300             

  115   305,600             

  116   306,000             

  117   306,200             

  118   306,400             

  119   306,700             

  120   307,000             

  121   307,400             

  122   307,600             

  123   307,900             

  124   308,200             

  125   308,500             

定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

  

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 

円 円 円 円 円 円 円 円 

192,000 219,500 260,000 279,700 294,900 320,600 362,700 396,200 

 備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。 

一般職給料表２表 

職 員 の

区分 

級 

号給 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定 年 前

再 任 用

短 時 間

勤 務 職

員 以 外

の職員 

  円 円 円 円 円 

1 166,500 227,700 244,600 276,800 298,300 

2 167,700 228,500 245,400 277,800 300,100 

3 168,800 229,300 246,200 278,800 301,700 
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 4 169,900 230,100 246,900 279,700 303,300 

 5 171,200 230,800 247,600 280,400 304,500 

  6 172,400 231,600 248,700 281,100 305,500 

  7 173,600 232,400 249,700 281,800 306,400 

  8 174,800 233,200 250,700 282,500 307,200 

  9 175,800 234,000 251,700 283,100 308,100 

  10 177,000 234,700 252,900 283,700 309,500 

  11 178,300 235,400 254,000 284,300 310,800 

  12 179,500 236,100 255,000 284,900 312,000 

  13 180,600 236,800 256,100 285,500 313,000 

  14 181,800 237,400 257,100 286,100 314,200 

  15 183,100 238,000 258,000 286,700 315,400 

  16 184,400 238,600 258,500 287,200 316,500 

  17 185,700 239,200 259,100 287,700 317,600 

  18 187,400 239,800 259,500 288,200 318,700 

  19 189,100 240,400 259,900 288,700 319,800 

  20 190,800 240,900 260,400 289,100 320,900 

  21 192,500 241,400 260,900 289,500 321,900 

  22 194,200 241,900 261,400 289,900 323,000 

  23 195,800 242,400 261,900 290,300 324,100 

  24 197,400 242,900 262,500 290,700 325,200 

  25 199,000 243,400 263,300 291,100 326,200 

  26 200,500 243,900 263,900 291,500 327,300 

  27 202,000 244,300 264,500 291,900 328,400 

  28 203,500 244,800 265,300 292,300 329,400 

  29 205,000 245,400 266,100 292,700 330,400 

  30 206,500 245,900 266,800 293,100 331,400 

  31 208,000 246,400 267,400 293,500 332,400 

  32 209,500 246,800 268,200 293,900 333,400 

  33 211,000 247,200 269,000 294,300 334,400 

  34 212,400 247,700 269,700 294,800 335,300 

  35 213,800 248,200 270,400 295,300 336,400 

  36 215,200 248,600 271,100 295,800 337,400 

  37 216,600 249,000 271,800 296,300 338,400 

  38 217,700 249,500 272,500 296,800 339,400 

  39 218,800 250,000 273,200 297,300 340,400 

  40 219,900 250,400 273,900 297,800 341,300 

  41 220,900 250,800 274,600 298,300 342,200 
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  42 221,800 251,300 275,300 299,000 343,100 

  43 222,700 251,800 275,900 299,600 344,000 

  44 223,600 252,200 276,500 300,300 344,900 

  45 224,500 252,600 277,000 300,900 345,800 

  46 225,300 253,000 277,500 301,500 346,800 

  47 226,100 253,400 278,000 302,100 347,800 

  48 226,900 253,800 278,500 302,600 348,700 

  49 227,700 254,200 279,000 303,100 349,600 

  50 228,400 254,600 279,500 303,700 350,500 

  51 229,100 255,000 280,000 304,300 351,400 

  52 229,800 255,400 280,400 304,900 352,200 

  53 230,500 255,800 280,800 305,500 353,000 

  54 231,100 256,200 281,300 306,200 353,800 

  55 231,700 256,600 281,700 306,900 354,600 

  56 232,300 257,000 282,200 307,600 355,300 

  57 233,000 257,300 282,600 308,200 356,000 

  58 233,500 257,700 283,100 308,900 356,800 

  59 234,000 258,100 283,600 309,600 357,600 

  60 234,500 258,400 284,100 310,200 358,200 

  61 235,000 258,700 284,600 310,800 358,900 

  62 235,400 259,100 285,200 311,500 359,500 

  63 235,800 259,500 285,800 312,200 360,200 

  64 236,200 259,800 286,400 312,800 360,900 

  65 236,600 260,100 287,000 313,300 361,500 

  66 236,900 260,400 287,600 313,800 362,000 

  67 237,200 260,700 288,200 314,400 362,500 

  68 237,500 260,900 288,800 315,000 363,000 

  69 237,800 261,100 289,300 315,600 363,400 

  70 238,100 261,400 289,800 316,000  

  71 238,400 261,700 290,300 316,500  

  72 238,700 261,900 290,800 317,000  

  73 238,900 262,100 291,300 317,300  

  74 239,200 262,400 291,800 317,800  

  75 239,500 262,700 292,200 318,300  

  76 239,700 262,900 292,600 318,700  

  77 239,900 263,100 293,000 318,900  

  78 240,200 263,400 293,400 319,200  

  79 240,500 263,700 293,800 319,400  
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  80 240,700 263,900 294,200 319,700  

  81 240,900 264,100 294,600 320,000  

  82 241,200 264,400 295,000 320,300  

  83 241,500 264,700 295,400 320,600  

  84 241,700 264,900 295,900 320,800  

  85 241,900 265,100 296,200 321,000  

  86 242,200 265,300 296,700 321,300  

  87 242,500 265,600 297,200 321,600  

  88 242,700 265,900 297,700 321,800  

  89 242,900 266,100 298,000 322,000  

  90 243,200 266,300 298,500 322,300  

  91 243,500 266,600 299,000 322,600  

  92 243,700 266,800 299,300 322,900  

  93 243,900 267,100 299,700 323,100  

  94 244,200 267,400 300,200 323,400  

  95 244,500 267,700 300,700 323,700  

  96 244,700 267,900 301,200 323,900  

  97 244,900 268,100 301,500 324,100  

  98 245,200 268,400 301,900 324,400  

  99 245,400 268,600 302,400 324,700  

  100 245,700 268,900 302,900 324,900  

  101 245,900 269,100 303,300 325,100  

  102 246,100 269,300 303,700   

  103 246,400 269,600 304,000   

  104 246,700 269,900 304,300   

  105 246,900 270,100 304,600   

  106 247,200 270,300 305,000   

  107 247,500 270,600 305,300   

  108 247,700 270,800 305,700   

  109 247,900 271,100 306,000   

  110 248,200 271,400 306,400   

  111 248,500 271,700 306,800   

  112 248,700 271,900 307,100   

  113 248,900 272,100 307,300   

  114 249,200 272,400 307,600   

  115 249,500 272,600 307,900   

  116 249,700 272,800 308,100   

  117 249,900 273,100 308,300   
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  118 250,200 273,400 308,600   

  119 250,500 273,700 308,900   

  120 250,700 273,900 309,100   

  121 250,900 274,100 309,300   

  122  274,300 309,600   

  123  274,600 309,900   

  124  274,900 310,100   

  125  275,100 310,300   

 126  275,300 310,600   

 127  275,600 310,900   

 128  275,900 311,100   

 129  276,100 311,300   

 130  276,300 311,600   

 131  276,600 311,900   

 132  276,900 312,100   

 133  277,100 312,300   

 134  277,300    

 135  277,600    

 136  277,900    

 137  278,100    

定 年 前

再 任 用

短 時 間

勤 務 職

員 

  

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 

円 円 円 円 円 

197,900 209,000 227,500 248,600 279,800 

 備考 この表は、単純労務職員に適用する。 

第２条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

第７条第１項中「、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する」

及び「昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする」を削る。 

第８条第４項中「、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する」

及び「降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする」を削る。 

第１０条第３項中「５５歳を超える」を「次の各号に掲げる」に改め、同項

に次の２号を加える。 

（１） ５５歳に達した日以後の最初の３月３１日を超えて在職する職員 

（２） 一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が８級であるもの

（以下「８級職員」という。） 

第１４条第２項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第６号ま

でを１号ずつ繰り上げ、同条第３項を次のように改める。 

３ 扶養手当の月額は、前項第１号に掲げる扶養親族（以下「扶養親族たる子」

という。）については１人につき１３，０００円、同項第２号から第５号ま
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でに掲げる扶養親族については１人につき６，５００円（８級職員にあつて

は、３，５００円）とする。 

第１４条第４項中「（以下「特定期間」という。）」を削り、「特定期間に

ある」を「当該期間にある」に改め、同条に次の１項を加える。 

５ 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定そ

の他の扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。 

第１５条を次のように改める。 

第１５条 削除 

第２３条第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２５」に改め、

同条第３項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２５」に、「１００

分の７１．２５」を「１００分の７０」に改める。 

第２３条の４第２項第１号中「１００分の１０７．５」を「１００分の 

１０５」に改め、同項第２号中「１００分の５１．２５」を「１００分の 

５０」に改める。 

第２４条中「、扶養手当」を削る。 

第２５条の２第１項中「勤務した」を「勤務をした」に改め、同条第２項中

「週休日等以外の日の午前０時から午前５時までの間」を「午後１０時から翌

日の午前５時までの間（週休日等に含まれる時間を除く。）」に、「勤務した」

を「勤務をした」に改め、同条第３項中「各号に定める額」の次に「（前２項

に規定する勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあ

つては、その額に１００分の１５０を乗じて得た額）」を加え、同項第１号中

「（当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあつ

ては、その額に１００分の１５０を乗じて得た額）」を削る。 

第２６条中「第１３条の４から第１５条まで」を「第１４条」に改め、「、

任期付職員及び任期付短時間勤務職員」を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 第４条から第１０条まで、第１３条の４及び第１４条の規定は、任期付職

員及び任期付短時間勤務職員には適用しない。 

別表第１を次のように改める。 

別表第１（第３条関係） 

一般職給料表１表 

職員の

区分 

級 

号給 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

の職員 

  円 円 円 円 円 円 円 円 

1 183,500 230,000 265,300 298,800 321,300 355,200 408,300 458,300 

2 184,600 231,500 266,300 300,300 323,100 356,900 410,200 463,800 

3 185,800 233,000 267,300 301,800 324,900 358,500 412,100 468,800 

4 186,900 234,500 268,300 303,200 326,600 360,100 413,900 473,500 

5 188,000 236,000 269,300 304,600 328,300 361,700 415,700 477,500 

6 189,700 237,500 270,300 305,700 330,000 363,500 417,500 481,000 

  7 191,300 239,000 271,300 306,700 331,700 365,000 419,300 484,000 
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  8 192,900 240,500 272,300 307,900 333,400 366,600 421,100 486,500 

  9 194,500 242,000 273,300 309,100 335,000 368,000 422,700 488,500 

  10 196,200 243,400 274,300 310,700 336,700 369,600 424,200  

  11 197,800 244,800 275,300 312,300 338,400 371,200 425,700  

  12 199,400 246,200 276,400 313,900 340,000 372,700 427,200  

  13 201,000 247,400 277,400 315,400 341,500 374,600 428,700  

  14 202,700 248,600 278,700 317,000 343,100 376,500 430,000  

  15 204,400 249,800 280,000 318,600 344,700 378,400 431,300  

  16 206,100 251,000 281,200 320,200 346,200 380,200 432,500  

  17 207,400 252,100 282,500 321,700 347,600 381,700 433,700  

  18 209,000 253,200 283,800 323,400 349,300 383,500 435,000  

  19 210,600 254,300 285,000 325,000 350,900 385,200 436,300  

  20 212,100 255,400 286,200 326,600 352,500 386,800 437,500  

  21 213,600 256,400 287,300 328,000 353,700 388,500 438,700  

  22 215,200 257,400 288,500 329,700 355,200 389,900 439,500  

  23 216,800 258,400 289,800 331,400 356,700 391,300 440,300  

  24 218,400 259,400 291,100 333,000 358,200 392,700 441,100  

  25 220,000 260,400 292,400 334,200 359,900 394,100 441,700  

  26 221,700 261,300 293,400 336,100 361,700 395,300 442,300  

  27 223,000 262,200 294,400 337,800 363,400 396,500 442,900  

  28 224,300 263,100 295,500 339,400 365,100 397,500 443,500  

  29 225,600 263,900 296,600 340,900 366,500 398,600 444,200  

  30 226,700 264,700 297,800 342,500 367,800 399,800 445,000  

  31 227,800 265,500 298,900 344,100 369,000 400,900 445,400  

  32 228,900 266,300 300,100 345,700 370,400 402,000 446,100  

  33 230,000 267,000 301,300 347,400 371,500 402,700 446,600  

  34 231,100 267,800 302,600 349,200 372,400 403,400 447,000  

  35 232,200 268,600 303,900 351,000 373,400 404,100 447,400  

  36 233,300 269,300 305,200 352,800 374,500 404,800 447,800  

  37 234,400 270,000 306,500 354,300 375,300 405,400 448,200  

  38 235,400 270,800 307,800 355,700 376,200 406,000 448,600  

  39 236,400 271,600 309,100 357,100 377,100 406,500 449,000  

  40 237,300 272,300 310,400 358,500 377,900 406,900 449,300  

  41 238,200 273,000 311,700 360,000 378,700 407,300 449,600  

  42 239,100 273,800 313,000 360,800 379,500 407,500 450,000  

  43 239,900 274,600 314,300 361,800 380,300 407,800 450,300  

  44 240,700 275,300 315,400 362,800 381,000 408,100 450,600  

  45 241,400 276,000 316,300 363,700 381,700 408,400 450,900  
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  46 242,000 276,700 317,600 364,800 382,400 408,700   

  47 242,600 277,400 318,900 365,700 383,100 409,000   

  48 243,200 278,100 320,200 366,700 383,800 409,300   

  49 243,800 278,800 321,400 367,600 384,300 409,500   

  50 244,400 279,500 322,700 368,300 384,900 409,800    

  51 245,000 280,200 323,900 369,000 385,500 410,100    

  52 245,500 280,900 325,100 369,600 386,200 410,400    

  53 246,000 281,500 326,400 370,000 386,600 410,600    

  54 246,400 282,200 327,500 370,600 387,200 410,900    

  55 246,700 282,800 328,600 371,300 387,800 411,200    

  56 247,000 283,500 329,700 372,000 388,300 411,500    

  57 247,300 284,100 330,400 372,300 388,700 411,700    

  58 247,600 284,800 331,300 373,000 389,300 412,000    

  59 247,900 285,400 332,000 373,700 389,900 412,300    

  60 248,200 286,100 332,800 374,300 390,400 412,500    

  61 248,500 286,700 333,600 374,600 390,800 412,700    

  62 248,800 287,400 334,000 375,100 391,300 413,000     

  63 249,100 288,000 334,600 375,700 391,800 413,300     

  64 249,400 288,500 335,300 376,300 392,400 413,500     

  65 249,700 289,000 336,100 376,600 392,700 413,700     

  66 250,000 289,600 336,800 377,200 393,100 414,000     

  67 250,300 290,100 337,500 377,900 393,500 414,300     

  68 250,600 290,700 338,100 378,500 393,900 414,500     

  69 250,900 291,200 338,600 378,900 394,200 414,700     

  70 251,200 291,700 339,200 379,400 394,500 415,000     

  71 251,500 292,300 339,700 380,000 394,800 415,300     

  72 251,800 292,900 340,300 380,500 395,000 415,500     

  73 252,100 293,400 340,600 381,000 395,200 415,700     

  74 252,400 293,900 341,100 381,600 395,500      

  75 252,700 294,300 341,500 382,100 395,800      

  76 253,000 294,600 341,900 382,400 396,000      

  77 253,300 294,800 342,300 382,800 396,200      

  78 253,600 295,100 342,800 383,300 396,500      

  79 253,900 295,300 343,300 383,700 396,800      

  80 254,200 295,600 343,800 384,100 397,000      

  81 254,500 295,800 344,100 384,500 397,200      

  82 254,800 296,000 344,500 385,000 397,500      

  83 255,100 296,300 344,900 385,400 397,800      
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  84 255,400 296,500 345,300 385,800 398,000      

  85 255,700 296,800 345,600 386,100 398,200      

  86 256,000 297,100 346,000  398,700      

  87 256,300 297,400 346,400  399,300      

  88 256,600 297,700 346,800  399,800      

  89 256,900 298,000 347,000  400,400      

  90 257,200 298,300 347,400  400,900       

  91 257,500 298,600 347,800  401,500       

  92 257,800 299,000 348,200  402,000       

  93 258,100 299,200 348,400  402,500       

  94   299,400 348,800         

  95   299,700 349,200         

  96   300,100 349,500         

  97   300,300 349,800         

  98   300,600 350,200         

  99   301,000 350,600         

  100   301,400 351,000         

  101   301,600 351,500         

  102   301,900 351,900          

  103   302,200 352,300          

  104   302,500 352,700          

  105   302,700 353,200          

  106   303,000 353,600           

  107   303,300 353,900           

  108   303,600 354,200           

  109   303,800 354,700           

  110   304,200          

  111   304,600          

  112   304,900          

  113   305,100          

  114   305,300           

  115   305,600           

  116   306,000           

  117   306,200           

  118   306,400        

  119   306,700        

  120   307,000        

  121   307,400        
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  122   307,600        

  123   307,900        

  124   308,200        

  125   308,500        

定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

  

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 

円 円 円 円 円 円 円 円 

192,000 219,500 260,000 279,700 294,900 320,600 362,700 396,200 

 備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。 

一般職給料表２表 

職 員 の

区分 

級 

号給 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定 年 前

再 任 用

短 時 間

勤 務 職

員 以 外

の職員 

  円 円 円 円 円 

1 185,700 227,700 247,600 280,400 308,100 

2 187,400 228,500 248,700 281,100 309,500 

3 189,100 229,300 249,700 281,800 310,800 

4 190,800 230,100 250,700 282,500 312,000 

5 192,500 230,800 251,700 283,100 313,000 

  6 194,200 231,600 252,900 283,700 314,200 

  7 195,800 232,400 254,000 284,300 315,400 

  8 197,400 233,200 255,000 284,900 316,500 

  9 199,000 234,000 256,100 285,500 317,600 

  10 200,500 234,700 257,100 286,100 318,700 

  11 202,000 235,400 258,000 286,700 319,800 

  12 203,500 236,100 258,500 287,200 320,900 

  13 205,000 236,800 259,100 287,700 321,900 

  14 206,500 237,400 259,500 288,200 323,000 

  15 208,000 238,000 259,900 288,700 324,100 

  16 209,500 238,600 260,400 289,100 325,200 

  17 211,000 239,200 260,900 289,500 326,200 

  18 212,400 239,800 261,400 289,900 327,300 

  19 213,800 240,400 261,900 290,300 328,400 

  20 215,200 240,900 262,500 290,700 329,400 

  21 216,600 241,400 263,300 291,100 330,400 

  22 217,700 241,900 263,900 291,500 331,400 

  23 218,800 242,400 264,500 291,900 332,400 

  24 219,900 242,900 265,300 292,300 333,400 

  25 220,900 243,400 266,100 292,700 334,400 

  26 221,800 243,900 266,800 293,100 335,300 
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  27 222,700 244,300 267,400 293,500 336,400 

  28 223,600 244,800 268,200 293,900 337,400 

  29 224,500 245,400 269,000 294,300 338,400 

  30 225,300 245,900 269,700 294,800 339,400 

  31 226,100 246,400 270,400 295,300 340,400 

  32 226,900 246,800 271,100 295,800 341,300 

  33 227,700 247,200 271,800 296,300 342,200 

  34 228,400 247,700 272,500 296,800 343,100 

  35 229,100 248,200 273,200 297,300 344,000 

  36 229,800 248,600 273,900 297,800 344,900 

  37 230,500 249,000 274,600 298,300 345,800 

  38 231,100 249,500 275,300 299,000 346,800 

  39 231,700 250,000 275,900 299,600 347,800 

  40 232,300 250,400 276,500 300,300 348,700 

  41 233,000 250,800 277,000 300,900 349,600 

  42 233,500 251,300 277,500 301,500 350,500 

  43 234,000 251,800 278,000 302,100 351,400 

  44 234,500 252,200 278,500 302,600 352,200 

  45 235,000 252,600 279,000 303,100 353,000 

  46 235,400 253,000 279,500 303,700 353,800 

  47 235,800 253,400 280,000 304,300 354,600 

  48 236,200 253,800 280,400 304,900 355,300 

  49 236,600 254,200 280,800 305,500 356,000 

  50 236,900 254,600 281,300 306,200 356,800 

  51 237,200 255,000 281,700 306,900 357,600 

  52 237,500 255,400 282,200 307,600 358,200 

  53 237,800 255,800 282,600 308,200 358,900 

  54 238,100 256,200 283,100 308,900 359,500 

  55 238,400 256,600 283,600 309,600 360,200 

  56 238,700 257,000 284,100 310,200 360,900 

  57 238,900 257,300 284,600 310,800 361,500 

  58 239,200 257,700 285,200 311,500 362,000 

  59 239,500 258,100 285,800 312,200 362,500 

  60 239,700 258,400 286,400 312,800 363,000 

  61 239,900 258,700 287,000 313,300 363,400 

  62 240,200 259,100 287,600 313,800  

  63 240,500 259,500 288,200 314,400  

  64 240,700 259,800 288,800 315,000  
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  65 240,900 260,100 289,300 315,600  

  66 241,200 260,400 289,800 316,000  

  67 241,500 260,700 290,300 316,500  

  68 241,700 260,900 290,800 317,000  

  69 241,900 261,100 291,300 317,300  

  70 242,200 261,400 291,800 317,800  

  71 242,500 261,700 292,200 318,300  

  72 242,700 261,900 292,600 318,700  

  73 242,900 262,100 293,000 318,900  

  74 243,200 262,400 293,400 319,200  

  75 243,500 262,700 293,800 319,400  

  76 243,700 262,900 294,200 319,700  

  77 243,900 263,100 294,600 320,000  

  78 244,200 263,400 295,000 320,300  

  79 244,500 263,700 295,400 320,600  

  80 244,700 263,900 295,900 320,800  

  81 244,900 264,100 296,200 321,000  

  82 245,200 264,400 296,700 321,300  

  83 245,400 264,700 297,200 321,600  

  84 245,700 264,900 297,700 321,800  

  85 245,900 265,100 298,000 322,000  

  86 246,100 265,300 298,500 322,300  

  87 246,400 265,600 299,000 322,600  

  88 246,700 265,900 299,300 322,900  

  89 246,900 266,100 299,700 323,100  

  90 247,200 266,300 300,200 323,400  

  91 247,500 266,600 300,700 323,700  

  92 247,700 266,800 301,200 323,900  

  93 247,900 267,100 301,500 324,100  

  94 248,200 267,400 301,900 324,400  

  95 248,500 267,700 302,400 324,700  

  96 248,700 267,900 302,900 324,900  

  97 248,900 268,100 303,300 325,100  

  98 249,200 268,400 303,700   

  99 249,500 268,600 304,000   

  100 249,700 268,900 304,300   

  101 249,900 269,100 304,600   

  102 250,200 269,300 305,000   
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  103 250,500 269,600 305,300   

  104 250,700 269,900 305,700   

  105 250,900 270,100 306,000   

  106  270,300 306,400   

  107  270,600 306,800   

  108  270,800 307,100   

  109  271,100 307,300   

  110  271,400 307,600   

  111  271,700 307,900   

  112  271,900 308,100   

  113  272,100 308,300   

  114  272,400 308,600   

  115  272,600 308,900   

  116  272,800 309,100   

  117  273,100 309,300   

  118  273,400 309,600   

  119  273,700 309,900   

  120  273,900 310,100   

  121  274,100 310,300   

  122  274,300 310,600   

  123  274,600 310,900   

  124  274,900 311,100   

  125  275,100 311,300   

 126  275,300 311,600   

 127  275,600 311,900   

 128  275,900 312,100   

 129  276,100 312,300   

 130  276,300    

 131  276,600    

 132  276,900    

 133  277,100    

 134  277,300    

 135  277,600    

 136  277,900    

 137  278,100    

定 年 前

再 任 用

短 時 間

勤 務 職

員 

  

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 

円 円 円 円 円 

197,900 209,000 227,500 248,600 279,800 
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 備考 この表は、単純労務職員に適用する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び附則第４項から第

７項までの規定は、令和７年４月１日から施行する。 

（適用） 

２ 第１条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例（以下次項に

おいて「第１条改正後給与条例」という。）の規定は、次の各号に掲げる区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める日から適用する。 

（１） 別表第１の改正規定 令和６年４月１日 

（２） 第２３条第２項及び第３項並びに第２３条の４第２項第１号及び第２

号の改正規定 令和６年１２月１日 

（給与の内払） 

３ 第１条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づ

いて支給された給与は、第１条改正後給与条例の規定による給与の内払とみな

す。 

（号給の切替え） 

４ 令和７年４月１日（以下「切替日」という。）の前日において一般職の職員

の給与に関する条例別表第一の給料表の適用を受けていた職員であって同日に

おいてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であ

ったものの切替日における号給（次条及び同表において「新号給」という。）

は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその

者が受けていた号給（同表において「旧号給」という。）に応じて同表に定め

る号給とする。 

（切替日前の異動者の号給の調整） 

５ 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ず

るものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は

当該準ずるものをした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の

定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 

（令和８年３月３１日までの間における扶養手当に関する経過措置） 

６ 切替日から令和８年３月３１日までの間における第２条の規定による改正後

の一般職の職員の給与に関する条例第１４条の規定の適用については、同条第

１項中「支給する」とあるのは、「支給する。ただし、次項第６号に該当する

扶養親族に係る扶養手当は、一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級

が８級であるものに対しては支給しない」と、同条第２項中 

「（５） 身体又は精神に著しい障害のある者」 

とあるのは、 

「（５） 身体又は精神に著しい障害のある者 

（６） 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含
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む。）」 

と、同条第３項中「１３，０００円」とあるのは「１１，５００円」と、「と

する」とあるのは、「、前項第６号に該当する扶養親族については３，０００

円とする」とする。 

（松原市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等の一部を改正する等の

条例の一部改正） 

７ 松原市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等の一部を改正する等の

条例（令和４年条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

附則第２８項中「第１３条の４から第１５条まで」を「第１４条」に改める。 

（委任） 

８ 附則第３項から第６項までに定めるもののほか、改正後の一般職の職員の給

与に関する条例の規定による給与の支給に関し必要な事項は、市長が定める。 

別表 

イ 一般職給料表１表の適用を受ける職員 

旧号給 
新号給 

３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 

１ １ １ １ １ １ １ 

２ １ １ １ １ １ １ 

３ １ １ １ １ １ １ 

４ １ １ １ １ １ １ 

５ １ １ １ １ １ １ 

６ ２ １ １ １ １ １ 

７ ３ １ １ １ １ １ 

８ ４ １ １ １ １ １ 

９ ５ １ １ １ １ １ 

10 ６ ２ ２ １ １ １ 

11 ７ ３ ３ １ １ １ 

12 ８ ４ ４ １ １ １ 

13 ９ ５ ５ １ １ １ 

14 10 ６ ６ ２ １ １ 

15 11 ７ ７ ３ １ １ 

16 12 ８ ８ ４ １ １ 

17 13 ９ ９ ５ １ １ 

18 14 10 10 ６ ２ １ 

19 15 11 11 ７ ３ １ 

20 16 12 12 ８ ４ １ 

21 17 13 13 ９ ５ １ 

22 18 14 14 10 ６ １ 

23 19 15 15 11 ７ １ 

24 20 16 16 12 ８ ２ 
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25 21 17 17 13 ９ ２ 

26 22 18 18 14 10 ２ 

27 23 19 19 15 11 ２ 

28 24 20 20 16 12 ３ 

29 25 21 21 17 13 ３ 

30 26 22 22 18 14 ３ 

31 27 23 23 19 15 ３ 

32 28 24 24 20 16 ３ 

33 29 25 25 21 17 ３ 

34 30 26 26 22 18 ４ 

35 31 27 27 23 19 ４ 

36 32 28 28 24 20 ４ 

37 33 29 29 25 21 ４ 

38 34 30 30 26 22 ４ 

39 35 31 31 27 23 ４ 

40 36 32 32 28 24 ４ 

41 37 33 33 29 25 ４ 

42 38 34 34 30 26 ５ 

43 39 35 35 31 27 ５ 

44 40 36 36 32 28 ５ 

45 41 37 37 33 29 ５ 

46 42 38 38 34 30   

47 43 39 39 35 31   

48 44 40 40 36 32   

49 45 41 41 37 33   

50 46 42 42 38 34   

51 47 43 43 39 35   

52 48 44 44 40 36   

53 49 45 45 41 37   

54 50 46 46 42 38   

55 51 47 47 43 39   

56 52 48 48 44 40   

57 53 49 49 45 41   

58 54 50 50 46 42   

59 55 51 51 47 43   

60 56 52 52 48 44   

61 57 53 53 49 45   

62 58 54 54 50     
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63 59 55 55 51     

64 60 56 56 52     

65 61 57 57 53     

66 62 58 58 54     

67 63 59 59 55     

68 64 60 60 56     

69 65 61 61 57     

70 66 62 62 58     

71 67 63 63 59     

72 68 64 64 60     

73 69 65 65 61     

74 70 66 66 62     

75 71 67 67 63     

76 72 68 68 64     

77 73 69 69 65     

78 74 70 70 66     

79 75 71 71 67     

80 76 72 72 68     

81 77 73 73 69     

82 78 74 74 70     

83 79 75 75 71     

84 80 76 76 72     

85 81 77 77 73     

86 82 78 78       

87 83 79 79       

88 84 80 80       

89 85 81 81       

90 86 82 82       

91 87 83 83       

92 88 84 84       

93 89 85 85       

94 90   86       

95 91   87       

96 92   88       

97 93   89       

98 94   90       

99 95   91       

100 96   92       
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101 97   93       

102 98           

103 99           

104 100           

105 101           

106 102           

107 103           

108 104           

109 105           

110 106           

111 107           

112 108           

113 109           

ロ 一般職給料表２表の適用を受ける職員 

旧号給 
新   号   給 

１級 ３級 ４級 ５級 

１ １ １ １ １ 

２ １ １ １ １ 

３ １ １ １ １ 

４ １ １ １ １ 

５ １ １ １ １ 

６ １ ２ ２ １ 

７ １ ３ ３ １ 

８ １ ４ ４ １ 

９ １ ５ ５ １ 

10 １ ６ ６ ２ 

11 １ ７ ７ ３ 

12 １ ８ ８ ４ 

13 １ ９ ９ ５ 

14 １ 10 10 ６ 

15 １ 11 11 ７ 

16 １ 12 12 ８ 

17 １ 13 13 ９ 

18 ２ 14 14 10 

19 ３ 15 15 11 

20 ４ 16 16 12 

21 ５ 17 17 13 

22 ６ 18 18 14 
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23 ７ 19 19 15 

24 ８ 20 20 16 

25 ９ 21 21 17 

26 10 22 22 18 

27 11 23 23 19 

28 12 24 24 20 

29 13 25 25 21 

30 14 26 26 22 

31 15 27 27 23 

32 16 28 28 24 

33 17 29 29 25 

34 18 30 30 26 

35 19 31 31 27 

36 20 32 32 28 

37 21 33 33 29 

38 22 34 34 30 

39 23 35 35 31 

40 24 36 36 32 

41 25 37 37 33 

42 26 38 38 34 

43 27 39 39 35 

44 28 40 40 36 

45 29 41 41 37 

46 30 42 42 38 

47 31 43 43 39 

48 32 44 44 40 

49 33 45 45 41 

50 34 46 46 42 

51 35 47 47 43 

52 36 48 48 44 

53 37 49 49 45 

54 38 50 50 46 

55 39 51 51 47 

56 40 52 52 48 

57 41 53 53 49 

58 42 54 54 50 

59 43 55 55 51 

60 44 56 56 52 
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61 45 57 57 53 

62 46 58 58 54 

63 47 59 59 55 

64 48 60 60 56 

65 49 61 61 57 

66 50 62 62 58 

67 51 63 63 59 

68 52 64 64 60 

69 53 65 65 61 

70 54 66 66   

71 55 67 67   

72 56 68 68   

73 57 69 69   

74 58 70 70   

75 59 71 71   

76 60 72 72   

77 61 73 73   

78 62 74 74   

79 63 75 75   

80 64 76 76   

81 65 77 77   

82 66 78 78   

83 67 79 79   

84 68 80 80   

85 69 81 81   

86 70 82 82   

87 71 83 83   

88 72 84 84   

89 73 85 85   

90 74 86 86   

91 75 87 87   

92 76 88 88   

93 77 89 89   

94 78 90 90   

95 79 91 91   

96 80 92 92   

97 81 93 93   

98 82 94 94   
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99 83 95 95   

100 84 96 96   

101 85 97 97   

102 86 98     

103 87 99     

104 88 100     

105 89 101     

106 90 102     

107 91 103     

108 92 104     

109 93 105     

110 94 106     

111 95 107     

112 96 108     

113 97 109     

114 98 110     

115 99 111     

116 100 112     

117 101 113     

118 102 114     

119 103 115     

120 104 116     

121 105 117     

122   118     

123   119     

124   120     

125   121     

126   122     

127   123     

128   124     

129   125     

130   126     

131   127     

132   128     

133   129     

 



議案第６４号 

 

 

松原市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の 

一部を改正する条例制定について 

 

 

 松原市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４１年 

 

条例第３０号）の一部を改正する条例を別添のとおり制定する。 

 

 

 

 

令和６年１２月１９日提出 

 

 

松原市長  澤  井  宏  文 
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松原市条例第  号 

 

   松原市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の 

一部を改正する条例 

 

松原市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４１年

条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

第５条第２項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第６号までを

１号ずつ繰り上げる。 

第７条の２第１項中「勤務した」を「勤務をした」に改め、同条第２項中「週

休日又は休日以外の日の午前０時から午前５時までの間であって」を「午後１０

時から翌日の午前５時までの間（週休日又は休日に含まれる時間を除く。）であ

つて」に、「勤務した」を「勤務をした」に改める。 

第１５条第２項中「当該職員が配偶者」を「当該職員が配偶者（届出をしない

が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。）」

に改める。 

第１９条中「第４条の３、第５条」を「第５条」に改め、「又は松原市一般職

の任期付職員の採用等に関する条例（平成１９年条例第２２号）第３条及び第４

条」を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 第４条の３、第５条及び第１４条の規定は、松原市一般職の任期付職員の採

用等に関する条例（平成１９年条例第２２号）第３条及び第４条の規定により

採用された職員には適用しない。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（令和８年３月３１日までの間における扶養手当に関する経過措置） 

２ 令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの間における改正後の松原市

上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第５条の規定の適用

については、同条第１項中「支給する」とあるのは、「支給する。ただし、次

項第６号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、給料表の適用を受ける職員で

その職務の級が８級であるものに対しては支給しない」と、同条第２項中 

「（５） 身体又は精神に著しい障害のある者」 

とあるのは、 

「（５） 身体又は精神に著しい障害のある者 

（６） 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を 

含む。）」 

 とする。 

 （松原市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等の一部を改正する等の

条例の一部改正） 
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３ 松原市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等の一部を改正する等の

条例（令和４年条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

  附則第３３項中「第１９条」を「第１９条第１項」に、「定年前再任用短時

間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 



議案第６５号 
 
    

財産取得について（松原市物価高騰対策等緊急支援事業用米） 
 
    
 次の財産を取得する。 
 
 

記 
 
 
１ 財産の名称  松原市物価高騰対策等緊急支援事業用米 
 
 
２ 取 得 価 格  １８２，９３５，０８８円 
 
 
３ 取得の相手方  松原市三宅西５丁目７５１番地 

幸南食糧株式会社 
 
 
 
 

令和６年１２月１９日提出 
 
 

松原市長  澤  井  宏  文 
 
 
 
 


